
天草地域医療構想調整会議設置要綱 

      

（設置） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の４第２項第７号の規定に基

づき策定した熊本県地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）の推進のため、

同法第３０条の１４の規定に基づき、天草構想区域（以下「構想区域」という。）

に天草地域医療構想調整会議（以下「天草地域調整会議」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 天草地域調整会議は、当該構想区域に係る地域医療構想の推進に必要な次の

事項について協議する。 

（１）構想区域内の一般病床及び療養病床を有する病院・診療所が担うべき病床機能

に関する事項 

（２）病床機能報告制度等による現状の共有に関する事項 

（３）地域医療介護総合確保基金の県計画に関する事項 

（４）地域医療介護総合確保基金を活用した具体的な事業に関する事項 

（５）その他の構想区域に係る地域医療構想の推進に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 天草地域調整会議の委員は、医療及び介護関係者、医療保険者その他の関係

者等で構成する。 

２ 委員の任期は、承諾の日から承諾日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 協議事項について検討するために、天草地域調整会議に検討部会を置くことがで

きる。 

５ 検討部会の詳細については別に定める。 

 

 

（議長及び副議長） 

第４条 天草地域調整会議に議長及び副議長を１人置く。 

２ 議長及び副議長は、委員の互選により定める。 

３ 議長は、天草地域調整会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副議長は、会長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第５条 天草地域調整会議は、議長が招集する。 

２ 天草地域調整会議は、必要と認めるときは、関係機関等から意見を聴取すること

ができる。 

 



 

（会議の報告） 

第６条 議長は、必要と認めるときは、天草地域調整会議における意見をまとめて、

熊本県地域医療構想調整会議等に報告する。 

 

（庶務） 

第７条 天草地域調整会議の庶務は、熊本県天草保健所総務企画課において処理する。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、天草地域調整会議の運営に関し必要な事項は、

議長が委員に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月１３日から施行する。 

 

この要綱は、令和元年５月２２日から施行する。 



天草地域医療構想調整会議検討部会設置要領 

      

（設置） 

第１条 天草地域医療構想調整会議設置要綱第３条第４項の規定に基づき、天草地域

医療構想調整会議検討部会（以下「検討部会」という。）を設置し、同条第５項の

規定に基づき、検討部会の詳細について定める。 

 

（検討事項） 

第２条 検討部会は、天草地域医療構想調整会議（以下「天草地域調整会議」という。）

が指定した協議事項について検討する。 

  

（組織） 

第３条 検討部会の委員（以下「部会委員という。」）は、別表に定める者を充てる。 

２ 部会委員の互選により部会長を置く。 

３ 部会長は、検討部会を代表し、会務を総理する。 

４ 協議事項について詳細に検討するために、検討部会にワーキング・グループを置 

く。 

５ ワーキング・グループの構成員は、各部会委員が指名する者をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 検討部会及びワーキング・グループの会議は、部会長が招集する。 

２ 部会長は、必要と認めるときは、関係者等に会議への参加を求めることができる。 

 

（検討結果の報告） 

第５条 部会長は、検討部会における検討結果を、天草地域調整会議に報告する。 

 

（庶務） 

第６条 検討部会の庶務は、熊本県天草保健所総務企画課において処理する。 

 

（雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は別に定め

る。 

 

附 則 

この要領は、令和元年５月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表 

 

 

天草郡市医師会会長 

天草郡市医師会立病院総院長 

天草中央総合病院院長 

天草市病院事業管理者 

上天草総合病院事業管理者 

熊本県健康福祉部医療政策課長 

熊本県天草保健所長 

 

        


